
京都市障害者在宅自立支援費支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者及び障害児の保護者（以下「障害者等」という。）に対し、在

宅自立支援費を支給することにより、在宅生活における障害者等の保健福祉の向上を図

り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

（用語） 

第２条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（以下「法」という。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行令（以下「令」という。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行規則（以下「規則」という。）及び児童福祉法において使用

する用語の例による。 

 

（対象者） 

第３条 この要綱の規定により在宅自立支援費の支給を受けることができる者は、本市の

区域内に住所を有し、かつ、次の各号に掲げる者とする。 

⑴ 障害福祉サービスにあっては、本市の障害福祉サービスの支給決定を受けた者 

 ⑵ 自立支援医療にあっては、本市の自立支援医療の支給認定を受けた者。ただし、精

神通院医療については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の

規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者その他別に定めるものとする。 

 ⑶ 地域生活支援事業にあっては、次に掲げる事業について本市の支給決定を受けた者 

 ア 移動支援 

  イ 地域活動支援センター（デイサービス） 

  ウ 訪問入浴サービス 

  エ 日中一時支援（日中短期入所） 

  オ 日常生活用具給付等 

 ⑷ 補装具にあっては、本市の補装具費の支給決定を受けた者 

 ⑸ 障害児通所支援にあっては、本市の障害児通所支援の通所給付決定を受けた者 

２ この要綱の規定により在宅自立支援費の支給を受けようとする者は、市長に申請する

ものとする。 

 

（共同生活援助及び補装具における支給額） 

第４条 市長は、共同生活援助の支給決定障害者等のうち令第１７条第１号に掲げる者又

は補装具費支給対象障害者等のうち令第４３条の３第１号に掲げる者で、当該支給決定

障害者等若しくは当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者又は当該補装具費支給

対象障害者等若しくは当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者について、

共同生活援助に係る指定障害福祉サービス若しくは補装具の購入、借受け又は修理のあ

った月の属する年度（共同生活援助に係る指定障害福祉サービス若しくは補装具の購入、

借受け又は修理のあった月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税



法の規定による市町村民税の所得割（令第１７条第２号イに規定する所得割をいう。以

下同じ。）の額（令第１７条第２号イに規定する額をいう。以下同じ。）を合算した額が

１６万円未満の者（ただし、障害児に係る補装具費にあっては、世帯に属する市町村民

税最多課税者の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額が４６万円未満の者）に

対して、法第２９条第３項第２号及び法７６条第２項に規定する家計の負担能力その他

の事情をしん酌して令で定める額（当該令で定める額が指定障害福祉サービス若しくは

補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の額の１００分の１０に相当する額を超え

るときは、当該相当する額）のうち、１万８千６百円を超える額について支給する。 

２ 前項に定める者のうち、京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱第

１０条第２項に規定する特例上限額が適用されている場合には、特例上限額（特例上限

額が指定障害福祉サービス費、移動支援サービス費又は地域生活支援事業費に要した費

用の額の合計額の１００分の１０に相当する額を超えるときは、当該相当する額）のう

ち、１万８千６百円を超える額について支給する。 
３ 第１項に規定する世帯の範囲は、支給決定を受けた者が障害者にあっては当該障害者

及び同一の世帯に属するその配偶者とし、支給決定を受けた者が補装具に係る障害児の

保護者にあっては当該補装具費支給対象障害者等及び同一の世帯に属する者とする。 
４ 第１項に規定する所得割の額を算定する場合には、規則第２６条の３の規定を準用す

る。この場合において、同条中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の

世帯に属する者」とあるのは、「支給決定障害者等若しくは当該支給決定障害者等と同一

の世帯に属する者又は補装具費支給対象障害者等若しくは当該補装具費支給対象障害者

等と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。 
 

（自立支援医療における支給額） 

第５条 市長は、自立支援医療の支給認定障害者等（令第３５条第１項第５号に該当する

被保護者又は要保護者及び同附則第１２条に該当する経過的特例者を除く。）に対して、

法第５８条第３項第１号に規定する家計の負担能力その他の事情をしん酌して令で定め

る額（当該令で定める額が指定自立支援医療に要した費用の額の１００分の１０に相当

する額を超えるときは、当該相当する額）のうち、次の各号に掲げる支給認定障害者等

の区分に応じ、当該各号に定める額を超える額について支給する。ただし、当該医療に

ついて、国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われるときは、この限りでは

ない。 

 ⑴ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月

の属する年度（指定自立支援医療のあった月が４月から６月までの場合にあっては、

前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が２３万５

千円未満の者（次号から第５号に掲げる者を除く。） ３万７千２百円（ただし、高額

治療継続者にあっては、５千円） 

 ⑵ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月

の属する年度（指定自立支援医療のあった月が４月から６月までの場合にあっては、

前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が１６万円

未満の者（次号から第５号に掲げる者を除く。） １万８千６百円（ただし、高額治療



継続者にあっては、５千円） 

 ⑶ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月

の属する年度（指定自立支援医療のあった月が４月から６月までの場合にあっては、

前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が３万３千

円未満の者（次号及び第５号に掲げる者を除く。） １万円（ただし、高額治療継続者

にあっては、２千５百円） 

 ⑷ 令第３５条第１項第３号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当する者（次号に

掲げる者を除く。） ２千５百円 

 ⑸ 令第３５条第１項第３号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当する者であり、

かつ、指定自立支援医療があった月の属する年の前年（ただし、指定自立支援医療の

あった月が１月から６月までの場合にあっては、前々年）の収入が、国民年金法に基

づく障害基礎年金及び特別障害者手当のみである者並びに年収が８０万円以下の者 

零 

２ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に定める疾病により一定の期間入院

していた者が、退院後１年を超えない期間において、精神通院医療に係る指定自立支援

医療を受ける場合、令第３５条第１項の規定による負担上限月額を超えない範囲におい

て当該医療に係る負担月額の全額を支給する。 

３ 第１項に規定する所得割の額を算定する場合には、前条第４項の規定を準用する。こ

の場合において、規則第２６条の３中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と

同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定障害者等又は支給認定基準世帯員」と読

み替えるものとする。 
 

（重複利用における支給額） 

第６条 市長は、第３条第１項に掲げる者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、支

給決定、支給認定又は通所給付決定（以下「支給決定等」という。）を受けた障害福祉サ

ービス、自立支援医療、第３条第１項第３号アからオまでに掲げる事業、補装具の購入、

借受け又は修理、障害児通所支援（以下「総合上限対象サービス」という。）に係る同一

月の利用者負担額を合算した額が当該各号に定める額を超える額について支給する。た

だし、同一月に施設入所支援又は療養介護を利用する者を除く。 

 ⑴ 次号から第４号までに掲げる者以外の者 ３万７千２百円 

 ⑵ 世帯に属する者について、総合上限対象サービスのあった月の属する年度（総合上

限対象サービスのあった月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方

税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が１６万円未満の者（ただし、

障害児の保護者の場合にあっては２８万円未満の者）で、宿泊型自立訓練の利用がな

い者 １万８千６百円 

 ⑶ 市町村民税非課税世帯（支給決定等を受けた者と同一の世帯に属する者が総合上限

対象サービスのあった月の属する年度（総合上限対象サービスのあった月が４月から

６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税（同法第

３２８条の規定によって課する所得割を除く。）を課されない者（市町村の条例で定め

るところにより当該市町村民税を免除された者）の世帯をいう。次号において同じ。）



に属する者で、第４号に掲げる者以外の者 １万２千３百円 

 ⑷ 市町村民税非課税世帯に属する者のうち、総合上限対象サービスのあった月の属す

る年の前年（ただし、総合上限対象サービスのあった月が１月から６月までの場合に

あっては、前々年）の受給者本人の収入が、国民年金法に基づく障害基礎年金及び特

別障害者手当のみである者並びに市町村民税非課税世帯に属する者で、受給者本人の

年収が８０万円以下の者 ７千５百円 

２ 前項に規定する世帯の範囲は、第４条第３項の規定を準用する。この場合において、

第４条第３項中「支給決定」とあるのは「支給決定等」と読み替え、「補装具に係る障害

児の保護者にあっては当該補装具費支給対象障害者等」とあるのは「障害児の保護者に

あっては当該障害児の保護者」と読み替えるものとする。 

３ 第１項に規定する所得割の額を算定する場合には、第４条第４項の規定を準用する。

この場合において、規則第２６条の３中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等

と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給決定等を受けた者又は当該支給決定等を受

けた者と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。 
 

（不正利得の返還） 

第７条 偽りその他不正の手段によって、又は受給者でなくなった後にこの要綱による支

給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の

全部又は一部を返還させることができる。 

 

（委任） 

第８条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必

要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（施行期間） 

２ この要綱における支給額は、施行後３年を目途として見直すものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の京都市障害者在宅自立支援費支給要綱第４条第３号の補装具

の購入若しくは修理に関する規定は平成１８年１０月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成３０年９月１日から施行する。 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 
（適用区分） 

２ この要綱の施行日以降の京都市障害者在宅自立支援費支給要綱第６条第１項第３号の

規定は、令和３年７月１日以後に行われる総合上限対象サービスの利用に係る要綱第６

条第１項第３号で定める支給について適用し、同日前に行う同支給については、なお従

前の例による。 

 


